
2017年度 301

あしなが育英会大学奨学生 募集

２．金額： 【一般貸与】 月額　40,000円（無利子貸与）
【特別貸与（学費の支弁が特に困難と認められる場合）】 月額　50,000円（無利子貸与）
※3ヶ月ごとに本人指定のゆうちょ銀行に振込。第１回目の振込は7月10日の予定。

１１．その他： （１）書類審査合格者に対し、育英会にて面接試験および説明会を行います。
　　 面接試験日：6月17日(土)～6月18日（日）（1泊2日）
　　 試験会場：東京・渋谷区　「国立オリンピック記念青少年総合センター」
　　 ※書類審査の結果と面接試験の詳細は、6月上旬に直接本人にのみ通知されます。
　　 ※宿泊費・食事代は育英会が負担。交通費は育英会で一部支援。
　　 ※面接後の選考結果は7月上旬に本人および大学に文書で通知されます。
（２）本奨学金は、卒業（貸与期間終了）後、6ヶ月据置き、20年以内に年に1回払・半年に1回払・
　　 毎月払のいずれかの方法で返還することとなります。
（３）大学奨学生は、「大学奨学生のつどい」、「高校奨学生のつどいのリーダー」、「あしなが
　　 学生募金」（2回）の行事などに参加することになっています。
（４）書類の配布・受付は所属する校舎の学生課とします。
（５）貸与期間中、大学に奨学生の在籍・成績の確認を求められることがあります。
　　 その場合、学生部では教務部に在籍・成績を確認し、回答することがあります。
     申込の際には、この点をご了承ください。

【横浜校舎】

【白金校舎】

９．提出書類： （１）奨学生カードまたは更新用紙（今年度提出済の場合は不要）
（２）大学奨学生申請書（所定用紙）
（３）在学証明書および大学奨学生推薦書（大学で作成）・誓約書および振込指定依頼書(所定用紙）
（４）奨学金を送金する「ゆうちょ銀行の通帳コピー」（白黒コピー可）

 （５）保護者の最新の所得証明書（市区町村で発行）　
　　 ※生活保護を受けている家庭を除く。

 （６）戸籍謄本（保護者の死亡事項および家族全員について記載のあるもの：抄本不可）
　　 ※外国籍の場合は住民票（マイナンバーの記載が無いもの）を提出のこと。
（７）生活保護受給証明書（生活保護を受けている家庭のみ）

 （８）保護者の障害に関する証明書（保護者が障害を負っている場合のみ）

１．応募資格

（１）大学に在籍し、保護者（父または母など）が、病気や災害（道路上の交通事故を除く）、
　　 自死（自殺）などで死亡、または保護者が著しい障害（1～5級）を負っていて経済的に苦しい学生。
　　 ※申請者の年令が25歳以上の場合は対象外。
（２）他の奨学金との併用は可能。

…この奨学金は学内選考はありません。４．推薦人数： なし

１０．推薦者発表：

明治学院大学　学生部

横浜校舎で学内面接はありません。

８．面接日： 白金校舎で学内面接はありません。

下記の要領で 「あしなが育英会大学奨学生」 を募集します。

学内選考はありません。

３．期間： 2017年4月 から 最短終業年限まで

2017年4月24日

【白金校舎】７．窓口時間： 月～金：9:30～11:45，12:30～16:00　土：9:30～11:45

【横浜校舎】 月～金：9:30～11:45，12:30～16:30　土：9:30～12:00

５．書類配布期間： 2017年4月24日(月)　～　2017年5月15日(月)

６．書類受付期間： 　　　　　　 　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年4月24日(月)　～　2017年5月15日(月)


